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令和２年第１回北海道議会定例会保健福祉委員会（前日） 開催状況

開催年月日 令和２年２月２６日（水）

質 問 者 日本共産党 宮川 潤 委員

答 弁 者 保 健 福 祉 部 長 橋本 彰人

健 康 安 全 局 長 竹縄 維章

医 務 薬 務 課 長 竹澤 孝夫

がん対策等担当課長 東 幸彦

国保広域化担当課長 岡本 直樹

質 問 内 容 答 弁 内 容

一 新型コロナウイルス肺炎対策について

（一）欠

（二）感染力及び死亡率について 【がん対策等担当課長】

これまでの水際対策的対処方法では、それで防ぎ 新型コロナウイルス感染症についてでございます

きれずというのが実態で、現状では国内で人から人 が、日本環境感染学会などの公表によりますと、現

への感染が起きているという新たな局面に入ったと 時点において、新型コロナウイルスの感染力は、Ｓ

いうふうに認識をしております。どういう病気なの ＡＲＳ、ＭＥＲＳよりも低いレベルであり、インフ

かわからないということで、道民の不安が高まって ルエンザとは、同程度とされております。

いるというふうに感じております。 また、致死率は、中国湖北省において約２％とさ

患者さんに関する情報も限られている中で、感染 れており、ＳＡＲＳ、ＭＥＲＳよりも低いものの、

力、あるいは死亡率について、確定的な情報がある 約０．１％であるインフルエンザよりも高い状況に

のか判然としませんが、感染力、死亡率について示 ございます。

せる情報をぜひこの場でお示しください。インフル なお、新型コロナウイルスにつきましては、検査

エンザとの比較ではどうなのか、ＳＡＲＳ、ＭＥＲ をしていない患者が多数存在することが考えられ、

Ｓとの比較ではどうなのか、お示しください。 致死率は、今後さらに低下する可能性があるとされ

ております。

（三）道民に対する感染防止対策について 【がん対策等担当課長】

不安解消とともに正確な情報、適切な感染防止策 道民への普及啓発についてでございますが、道で

を伝えるということが重要だと考えております。発 は、新型コロナウイルス感染症に関する特徴や、咳

熱時にどこの医療機関にいつ、どういうタイミング エチケットやこまめな手洗いなど、感染予防のため

で受診したらいいかなども含めて、道民向けの有効 に日常生活で気を付けていただくこと、さらに、ど

な感染予防策というのはどういうもので、どのよう のような症状の方が、どのようなタイミングで相談

に普及啓発するのか伺います。 や受診をいただくのが適切かをわかりやすく解説し

た道民向けのリーフレットを作成し、市町村や関係

団体等を通じて、道民や事業者等へ幅広く周知をし

ているところでございます。

また、保健所等に開設しております「相談センタ

ー」におきましては、感染が疑われる方を診療体制

の整った医療機関に確実につなぐため、きめ細やか

な相談対応や受診調整などを行ってきているところ

でございます。

（四）医療機関に対する感染防止策について 【医務薬務課長】

一般的な感染防止策について、普及啓発すること 医療機関におけます感染防止対策についてでござ

ももちろん重要でありますけれども、感染が疑われ いますが、道では、各医療機関に対する立ち入り検

るなと自分で思った方が医療機関に行くわけですか 査の機会などを活用いたしまして、厚生労働省通知

ら、その医療機関で感染が広がらないというような に基づきます、院内感染防止対策として手洗い、手

対策が、極めて重要だと思います。 袋、マスクの着用等を指導してきたところでござい

医療機関に対する国の通知は、保健所を通じて配 ます。

布されておりますが、それでは十分とは言えないの 更に、新型コロナウイルス感染症の国内発生後に

ではないかと思います。医療機関に対して、どのよ は、国立感染症研究所及び国立医療研究センターが

うな働きかけやあるいは連絡をしているのか伺いま 策定いたしました「新型コロナウイルス感染症に対

す。 する対応と院内感染対策」によりまして、院内感染

対策や、診断の手順、疑い例の定義でありますとか、

疑い例に対する対策、検査の流れなどを具体的に周

知してきたところであり、今後とも、医師、看護師
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をはじめ、医療関係者に、感染症に関する正しい知

識を深めていただけるよう取り組んでいく考えでご

ざいます。

（四）－再 医療機関に対する感染防止策について 【医務薬務課長】

前回の委員会においても、感染が疑われる患者対 医療機関の対応についてでございますが、病院等

応について、個人診療所も含めてすぐに使えるマニ の管理者には、医療法の定めによりまして、院内感

ュアル提供ということを求めましたが、その際も、 染防止のための体制確保に係る措置を講じることと

「国の通知を送付している。保健所の相談窓口があ されておりまして、その具体的な内容としましては、

る」という答弁でありましたが、それではだめなん 院内感染対策のための指針の策定や院内感染対策の

です。私は、道内各地の病院について多数調査を行 ための委員会の開催、従事者に対する院内感染対策

いました。ある病院では、「保健所から通知は来て のための研修の実施、感染症の発生状況の報告、院

いるが、それだけでは実際に感染疑いの患者が来院 内感染対策の推進を目的とした改善方法の実施な

した際の対応の仕方には苦慮している。」こう言っ ど、総合的な取組が求められているところでござい

ておりました。 ます。

すぐに使える、わかりやすい感染疑いの患者対応 院内感染防止のためには、各医療機関がその規模

マニュアルがなければ、病院等が感染を広げる場所 や機能に応じまして、必要な取組を着実に実施して

になりかねないというのが現実です。 いただくことが重要と認識しております。

医療機関の対応マニュアルが必要だという認識は

お持ちではないんですか。

（四）－再々 医療機関に対する感染防止策について 【医務薬務課長】

毎年の検査をやっているということでした。それ 医療機関の対応状況についてでございます。

でいいんですかね。地方の中核的な病院が実際に対 道では、毎年、保健所が医療機関に立ち入り検査

応に苦慮していると言っているんですよ。病院に、 を実施をいたしまして、院内感染対策指針の策定状

感染疑いの患者とどう対応すればいいのか、その方 況や院内感染対策委員会の開催状況、従事者等に関

法があらかじめわかっていますかということを、対 する研修の実施状況を確認し、不備がある場合には、

応方法が決まっていますか、病院の職員の間で共通 必要な指導を実施してきているところでございまし

認識ができていますかということを、実態調査をす て、各医療機関がそれぞれ抱える課題などに対して

る必要があるのではないですか。 もきめ細かく対応してまいります。

全部の病院でできなくても抽出して、問題がある

か、対応方法があらかじめ明確になっているのか、

そういうことだけでも把握することから始めたらど

うですか。

先程来、病院に対して毎年やっている調査、確認

を行っていると。こういう答弁なんですけれども、

毎年やっているものだけでいいんですか。今この状

況で。私はもっと強い危機感はないのかと思います

よ。道庁の担当部署が忙しくて、病院の実態が把握

できないということだったらだめですよ。

具体的には今後医療機関での受入体制の確立が、

鍵を握っていくことになるんじゃないですか。外来

診察で帰国者・接触者外来を持つ医療機関以外で

も、感染者や感染疑いの患者さんを診察できるよう

に、一般患者と別ルートの診察スペースや人員を確

保すること、入院では、感染患者を受け入れるため

のベッドの確保やマスクや防護服など、感染防御の

ための資材を提供すること、さらには検査体制とし

ては、リアルタイムＰＣＲ検査機器など、大学や民

間検査機関の力も総動員して、検査体制を抜本的に

改良する必要があると思います。是非再検討してい

ただきたい。そのことについて強く指摘をさせてい

ただきたいと思います。
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（五）検査体制について 【がん対策等担当課長】

ＰＣＲ検査ですけれども、今実施できるのは、ど 検査体制についてでございますが、道内では、現

こで、病院での検査体制を整えていくべきですけれ 在、道立及び札幌市の衛生研究所で実施しており、

ども、現状はどうなっていますか。 それぞれ一日最大で２０名分の検査が可能となって

おります。

また、検査依頼件数も増加してきておりますこと

から、道立衛生研究所では、新たに検査機器を導入

するなど、検査体制の強化を図ることとしており、

今後とも適切に対応してまいる考えでございます。

（六）情報管理について 【がん対策等担当課長】

正確な情報を必要なだけ速やかに道民に伝えると 感染症発生状況の公表についてでございますが、

いうことが求められていると思います。 道内一例目などの発生当初は、公表にあたり、厚生

知事は「丁寧な説明が不足していた」ということ 労働省との協議のもとで、その時点での正確な情報

について反省するとしましたし、「局面の変化を踏 を道民の皆さまに発信してきているところでござい

まえた危機管理ができなかった」ということもおっ ます。

しゃっています。 その後、道内におきまして、渡航歴がなく、感染

道民に速やかに伝えるべき情報はどういう基準で 経路が不明な感染者が発生するなど、状況が異なっ

判断されるのか、初期の頃とどう変わったのかとい てきましたことから、道としましては、公衆衛生上

うことについて明らかにしてください。 の必要性と個人情報保護を比較考量しながら、国籍

や職業のほか、受診した医療機関や行動歴・滞在歴

について、原則、振興局単位で公表することとした

ところでございまして、今後とも、市町村と連携し

ながら、道民の皆さまに、速やかに正しい情報を提

供してまいる考えでございます。

（七）感染者が子ども等の場合の情報管理について 【がん対策等担当課長】

感染者が特に子どもである場合、障がい者である 公表内容についてでございますが、患者情報の公

場合など、人権保護の観点というのが、特に重要だ 表に当たりましては、公衆衛生上の必要性と個人情

と考えます。個々のケースについて検討することも 報保護を十分、比較衡量することとしており、個々

必要である。情報管理に細心の注意を払うべきと考 のケースについて、こうしたことをしっかりと検討

えます。どういう情報管理をしますか。 した上で道民の皆さまに対する情報提供を行ってま

いる考えでございます。

（八）消毒薬等の不足について 【医務薬務課長】

マスクや消毒薬など、ドラッグストア店頭から消 消毒薬等の確保についてでございますが、厚生

えているというのが現状であります。それらの必要 労働省からは、新型コロナウイルス感染症の診察な

性が高いと思われる医療機関などでは、ストックが どに支障の生じることのないよう、サージカルマス

あるところが多いと聞いておりますけれども、その クや消毒薬等防護用具を、都道府県が備蓄を確保す

追加ができないというふうに伺っています。 るよう要請されているところでございます。

災害時用のストックの活用ですとか、自治体間の 現在、道では、保健所及び道内感染症指定医療機

融通ですとか、国の機関からの支援ですとか、不足 関におけますサージカルマスクや防護服など各種防

している材料や物資の確保を検討すべきではありま 護具の在庫状況を毎週調査を実施し、その結果を厚

せんか。 生労働省へ報告いたしますとともに、道独自に、道

内の医薬品及び医療機器卸売販売業者に対しまして

も、毎週、在庫状況を調査しているところでござい

ます。

道といたしましては、今後とも、防護用具などの

安定供給に向けまして、道内の関係団体と十分に連

携を図るとともに、調査結果なども踏まえながら、

必要な防護用具等が早期に確保できるよう国に対し

て要請してまいりたいと考えております。

（八）－再 消毒薬等の不足について 【医務薬務課長】

毎週、在庫状況の調査をしているという答弁であ 消毒薬の在庫状況等についてでございますが、道

りました。その調査の結果はどのようになっていま では道立保健所26カ所と、政令市保健所4カ所、そ
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すか。不足やあるいは在庫切れというようなことは れから道内感染症指定医療機関の主な防護用具の在

ないですか。 庫状況を点検しているところでございまして、現時

点におきましては、集団感染の発生など、患者が急

増しない限り、当面必要な分量は確保できているも

のというふうに考えていますが、今後とも医療機関

の受療動向を把握しながら必要量を確保できるよ

う、国にしっかり要請してまいりたいと考えており

ます。

（九）感染者を潜伏させないための特別な対応につ 【健康安全局長】

いて 感染症の予防対策についてでございますが、道で

無保険者や外国人を含めむすべての人が、速やか は、感染が疑われる方を診療体制の整った医療機関

に検査、治療を行えるようにすべきであります。必 に確実につなぐため、全ての二次医療圏に「相談セ

要に応じて特別対策も検討すべきではありませんか。 ンター」を設置をし、きめ細やかな相談対応や受診

調整などを行ってきているところでございまして、

今後とも、無保険者や外国の方を含め、受診を必要

とする方が必要な医療を受けることができるよう努

めてまいります。

（九）－再 感染者を潜伏させないための特別な対 【国保広域化担当課長】

応について 国保の被保険者資格証明書の運用についてでござ

資格証明書の場合は、病院窓口でいったん１０割 いますが、市町村では、国の通知に基づき、資格証

全額を支払わなくてはならないので、受診をためら を交付されている方が、窓口において、医療を受け

う傾向があるということは明らかであります。です てる必要が生じ、かつ、医療機関に対する医療費の

から、その場合に、感染していながらも潜伏すると、支払いが困難である旨の申し出を行った場合は、緊

感染を広げるという可能性があると考えられます。 急的な対応として、短期被保険者証を交付し、必要

全国保険医団体連合会は２０日、この問題を指摘 な医療を確保できるよう対応しているところであり

して、首相と厚生労働省に善処を求めています。 ます。

すぐに受診できるような特別対策を実施すべきで なお、資格証明書を交付されている方が受診する

はありませんか。 際の特別対策については、国において決定されるも

のと考えております。

資格証明書の方は、電話で相談センターにあらか

じめ受診前に相談するということがあるんだろうと

思います。その場合、受診するということになると

市役所ですとか、町村役場で短期被保険者証を交付

してもらうということになりますが、その際に滞納

保険料の納入を条件としないで、無条件に保険証を

交付するということが重要であります。無条件で保

険証を交付することを指摘しておきたいと思いま

す。

（十）今後の対応について 【保健福祉部長】

これ以上感染を広げないための緊急打開策、体制 今後の対応についてでございますが、道内におい

強化と、道民不安に答えるための情報提供、国はも て、新型コロナウイルス感染症の患者が増加してい

ちろんですが、民間との協力体制などなすべきこと る中、感染拡大の防止や道民の皆様の不安解消に向

は、すべてなすということで、全庁的な対応も含め けた対策が最重要課題であると認識をしておりま

た今後の対処方針をうかがいます。 す。

このため、道では、感染症危機管理対策本部にお

きまして、庁内や関係機関との情報共有を図りつつ、

また連携を図りながら、正しい情報の提供や保健所

等に設置いたしました「相談センター」におけるき

め細やかな相談対応や受診調整などに取り組んでき

ているところでございます。

道といたしましては、検査体制の整備や医療提供

体制の確保などに対応していくため、大学や医療機
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関のご協力をいただきますとともに、庁内に設置を

いたしました「新型コロナウイルス感染症対策チー

ム」のもと、全庁をあげて、感染症対策に万全を期

してまいる考えであります。


